
令和5年度の税制改正大綱が公表され、暦年贈与の場合の「生前贈与加算」の対象が「3年→7年」へ延長

される一方で、相続時精算課税制度についても大幅な見直しが行われることとなりました。

【相続時精算課税制度】

年間110万円の基礎控除を新設へ！
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お問い合わせ

相続時精算課税制度は60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や

孫へ生前に贈与を行った場合に選択できる制度であり、この制度を適用

することで、累計2,500万円に達するまでは贈与税が非課税となりま

す。（2,500万円を超えた場合には、超えた部分に一律20％の贈与税が

かかります。）

ただし2,500万円までは贈与税が非課税となるものの、相続発生時には

他の相続財産に加算し、相続税の課税対象となるためご注意ください。

（二重課税にならないよう、支払済みの贈与税については控除が可能で

す。）

また一度相続時精算課税制度を選択した場合には、通常の暦年贈与に戻

ることはできず、現行制度では少額の贈与であってもすべて贈与税申告

が必要となるため、その煩雑さから利用者数が伸び悩んでいました。

「相続時精算課税制度」とは？



記事作成：

令和5年度税制改正大綱により、相続時精算課税制度が大幅に見直され、中

でも110万円の基礎控除額の新設が大きな話題を集めています。

暦年贈与とは対照的に、相続時精算課税制度は緩和へと向かうため、今回

の改正点を踏まえた上で適切な相続対策を行いましょう。

お問い合わせ

毎年110万円の基礎控除枠が追加へ（2024年1月～）

令和5年度の税制改正大綱では、相続時精算課税制度が大幅に見直され、その中

でも暦年贈与のように「年間110万円の基礎控除額」が新設される点に注目が集

まりました。

さらに暦年贈与の場合、改正後は死亡前7年以内の贈与を相続財産に加算する必要があり

ますが、相続時精算課税制度の場合、110万円の基礎控除額以下の贈与については、贈与

した年にかかわらず相続財産への加算が不要となります。
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またこれまで少額の贈与でも申告が必要であったのに対し、改正後は基礎

控除額以下の贈与であれば申告不要となる見込みであり、制度の利便性向

上にも期待が高まっています。
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